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国
民
年
金
を
増
や
し
ま
せ
ん
か

　

農
業
や
自
営
業
な
ど
の
国
民
年
金
第

１
号
被
保
険
者
は
、
月
額
１
万
５
２
５
０

円
の
保
険
料
に
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料

を
追
加
し
て
納
付
す
る
と
、
将
来
の
受

給
額
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

付
加
年
金
の
年
金
額
は
２
０
０
円
×

付
加
保
険
料
納
付
月
数
で
す
。
例
え

ば
、
１
年
間
（
計
４
８
０
０
円
）
付
加

保
険
料
を
納
付
す
る
と
、
付
加
年
金
額

は
２
４
０
０
円
で
す
。
そ
の
後
、
毎
年

２
４
０
０
円
ず
つ
上
乗
せ
さ
れ
る
の
で
、

２
年
以
上
受
給
す
る
と
支
払
っ
た
額
以

上
の
付
加
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
付
加
保
険
料
の
納
付
は
申
し

込
ん
だ
月
分
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
国

民
年
金
基
金
加
入
者
は
対
象
外
で
す
。

▼
申
し
込
み
方
法

　

年
金
手
帳
（
ま
た
は
納
付
書
）
と
認

め
印
を
持
参
し
て
、
役
場
ま
た
は
年
金

事
務
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
町
民
課
住
民
係☎
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０
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松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
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浄
化
槽
は
正
し
く
維
持
・
管
理
を

◉
浄
化
槽
の
維
持
管
理

浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
や
台
所
な
ど
か

ら
出
る
汚
水
を
、微
生
物
の
働
き
で
き
れ

い
に
す
る
施
設
で
す
。浄
化
槽
が
十
分
に

機
能
し
な
い
と
汚
れ
た
水
が
流
れ
出
し
、

悪
臭
が
発
生
し
ま
す
。
浄
化
槽
設
置
者

は
浄
化
槽
法
で
次
の
３
つ
を
行
う
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

₁
保
守
点
検　

浄
化
槽
の
運
転
状
況
の

確
認
や
機
械
の
修
理
、消
毒
剤
の
補
充

₂
清
掃　

槽
内
に
た
ま
っ
た
汚
泥
の
引

出
し
、装
置
の
洗
浄
を
年
１
回
以
上
実
施

₃
法
定
検
査　

浄
化
槽
が
正
常
に
機
能

し
て
い
る
か
総
合
的
に
判
断
す
る
検
査

を
、
県
指
定
検
査
機
関
の（
公
社
）愛
媛

県
浄
化
槽
協
会
で
受
検

※
検
査
は
新
し
く
設
置
し
た
と
き
と
、

毎
年
１
回
受
検
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問（
公
社
）愛
媛
県
浄
化
槽
協
会
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◉
浄
化
槽
の
設
置
補
助
金

　

下
水
道
事
業
認
可
区
域
以
外
の
地
域

に
10
人
槽
ま
で
の
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場

合
、事
業
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

問
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
係
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まさき文化祭
作品募集

知っていますか？ 
児童扶養手当・特別児童扶養手当

■児童扶養手当とは？　
　次の条件にあてはまる児童（18 歳に達する日以後、最初の3月31日までの人、
障がいのある場合は 20 歳未満）を監護している父または母（父の場合は、生計を
同じくしていることが必要）または父母に代わってその児童を養育している養育者

（児童と同居し、監護し、生計を維持している人）に支給する手当です。

①父母が離婚した　②父または母が死亡した　③父または母に重度の障がいがある
④父または母の生死が明らかでない　⑤父または母から引き続き1年以上遺棄されている
⑥父または母が裁判所からのDV 保護命令を受けた
⑦父または母が引き続き1年以上拘禁されている
⑧母が婚姻によらないで懐胎（妊娠）した   ⑨父母ともに不明である

手当を受給するには ▼ ▼役場への申請が必要です。認定されると、請求月の
翌月分から受給できます。　　　        　　   問福祉課児童福祉係　☎ 985⊖4114

　どちらの手当にも、受給要件や所得制限があります。詳しくは、それぞれの担

当係までお問い合わせください。

■特別児童扶養手当とは？
　20 歳未満の心身に障がいのある児童を、家庭で監護している父母または養育
者に支給される手当です。                          問福祉課障がい福祉係　☎ 985⊖4112

ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
へ
の
有
料
広
告
募
集

　

町
内
の
家
庭
に
各
戸
配
布
さ
れ
る

﹁
平
成
27
年
度
松
前
町
ご
み
・
資
源
物

収
集
日
程
カ
レ
ン
ダ
ー
﹂
に
、
広
告
掲

載
枠
を
12
枠
設
定
し
ま
す
。

▼
発
行
部
数　

１
万
５
千
部
予
定

（
北
伊
予
・
岡
田
校
区
８
千
部
、
松
前

校
区
７
千
部
）

▼
配
布
方
法　

　

各
区
長
を
通
じ
て
各
戸
配
布
と
役

場
、
東
・
西
・
北
公
民
館
で
窓
口
配
布

▼
掲
載
場
所　

　

カ
レ
ン
ダ
ー
１
月
に
つ
き
下
段
に
１

枠（
広
告
の
掲
載
枠
数
は
１
枠
単
位
。

１
つ
の
申
し
込
み
で
12
枠
ま
で
掲
載
で

き
ま
す
）

▼
広
告
サ
イ
ズ

　

縦
30
ミ
リ
×
横
80
ミ
リ（
最
大
）

▼
広
告
掲
載
料　

１
枠
２
万
円

▼
申
し
込
み
方
法　

　

募
集
要
領
と
松
前
町
広
告
事
業
実
施

要
綱
を
読
ん
だ
上
、
申
込
書
に
広
告
原

案
を
添
え
て
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子

メ
ー
ル
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
要
領
な
ど
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
掲
載
す
る
広
告
は
、
選
定
基
準
に
沿

っ
て
審
査
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

▼
締
め
切
り　

８
月
29
日（
金
）

▼
申
込
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６
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平成 26 年度敬老事業

敬老上方お笑いオンステージ
　秋の恒例となった敬老事業として「敬老上方お笑いオンステ
ージ」を開催します。
　本ステージおなじみの 「横山たかし・ひろし」（横山たかしは出
作出身、横山ひろしは今治市出身）と気鋭の若手落語家 「桂三幸」

（西高柳出身）が、今年もそろって元気な笑いをお届けします。

◉日　時　　９月13日� 14 時～ 15 時 30 分
　　　　　　（開場13 時 30 分）
◉会　場　　松前総合文化センター　広域学習ホール
◉出　演　

問健康課地域包括支援センター係
☎ 985⊖4205

◉対　象　　町内在住のおおむね 65歳以上
　　　　　　の人
◉参　加　　事前申し込みは不要です。当日
　　　　　　直接会場へお越しください。
　　　　　　※入場は先着順です。満席の場
　　　　　　合は入場制限を行うことがあり
　　　　　　ます。
◉入場料　　無料
◉送迎バス　ひまわりバスの停留所を目安に、
　　　　　　送迎バスを運行予定です。希望
　　　　　　者は９月5日（金）までに、下記
　　　　　　へお電話ください。

横山たかし・ひろし
（漫才）

笑福亭鶴松
（落語）

桂三幸
（落語）

べビィリッチ
（漫才）

　10 月 25 日（土）・26 日（日）、
松前総合文化センターを主会場
に開催する「第 39 回まさき文
化祭」の出展作品を募集します。
個人やグループでぜひ出展くだ
さい。

◉募集品目・規格
　日本画 （軸表装か額装 20 号以内）

　洋画（額装 20 号以内）
　写真（４切以内、ワイド４切可）
　書道（軸表装か額装半折以内）
　短歌（色紙かけ）
　俳句・川柳（短冊に限る）
　絵手紙、人形、手芸、陶芸、
　その他
　※作品は 1 人１点とします。

◉申込期間
   ８月1日（金）～８月 29 日（金）
　平日８時 30 分～ 17 時 15 分

◉申込先
   社会教育課生涯学習係
　☎ 985-4135
   社会教育課生涯学習係
☎ 985-4135
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戦没者合同慰霊祭

  戦争で亡くなられた多くの犠牲者
のご冥福を祈り、平和への誓いを新
たにするため、戦没者合同慰霊祭を
開催します。

日時　8月27日（水）
式典　9 時 30 分～
　　　（受け付け　9 時～）
場所　松前総合文化センター
　　　2 階　ふれあい展示室  
問福祉課障がい福祉係    ☎ 985-4155

　松前町情報公開条例は、町民の知る権利を保障し、町政に
対する町民の理解と信頼を深め、開かれた町政を実現するため
のものです。
　松前町個人情報保護条例は、町が保有する個人情報につい
て適正に取り扱うことが決められています。

◦ご利用ください   情報公開コーナー（役場１階ロビー）では、
予算書、決算書、議会会議録など自由に閲覧できます。

情報公開の開示請求

公開 ー

部分公開 ４ 件

非公開 １ 件

件数 ５件

個人情報の開示請求

開示 １ 件

部分開示 １ 件

不開示 ー

件数 ２件

問総務課広報情報係　☎ 985-4132

病
害
虫
の
被
害
が
増
え
る
時
期

水
稲
出
穂
期
防
除
に
ご
協
力
を

【
水
稲
生
産
者
の
皆
さ
ん
へ
】

　

農
薬
を
散
布
す
る
と
き
は
、
民
家
な

ど
に
飛
び
散
ら
な
い
よ
う
種
類
、
使
用

量
や
風
向
き
な
ど
を
確
認
し
て
か
ら
行

う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
一
斉
防
除
日

・
極
早
生
品
種（
あ
き
た
こ
ま
ち
、
コ

シ
ヒ
カ
リ
な
ど
）
…
８
月
９
日（
土
）

・
中
生
品
種（
に
こ
ま
る
、ヒ
ノ
ヒ
カ
リ
、

ク
レ
ナ
イ
モ
チ
な
ど
）…
８
月
30
日（
土
）

▼
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
防
除

　

左
記
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
当
日

は
、
午
前
５
時
30
分
ご
ろ
か
ら
順
次
、

防
除
を
開
始
し
ま
す
が
、
進
み
具
合
に

よ
り
翌
日
に
ず
れ
込
む
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
対
象
地
区
に
住
ん
で
い
る
皆
さ
ん
へ
】

・
立
札
の
立
っ
て
い
る
圃ほ

場じ
ょ
う

周
辺
に
は

駐
車
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

・
散
布
地
区
付
近
の
人
は
洗
濯
物
、
ペ

ッ
ト
な
ど
は
散
布
が
終
了
す
る
ま
で
出

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
散
布
時
は
、
念
の
た
め
窓
を
閉
め
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

※
散
布
に
つ
い
て
は
、
農
薬
安
全
使
用

基
準
を
守
り
、
安
心
・
安
全
を
第
一
に

実
施
し
ま
す
。
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８ １ 金 大間

２ 土 大間

４ 月 中川原

５ 火 出作、神崎

６ 水 出作、神崎、北黒田、南黒田、恵久美

８ 金 徳丸

９ 土 徳丸

13 水 永田、東古泉、鶴吉

14 木 大溝、横田

22 金 北黒田、南黒田

25 月 大溝、鶴吉

26 火 永田、東古泉

27 水 中川原、出作、神崎

28 木 徳丸

29 金 横田

９ 8 月 中川原、徳丸

※雨天、強風時は順延 （小雨決行）です。順延によりその
後の防除日も変更する場合があります。ご了承ください。

無人ヘリコプターによる防除日程表 （予定）

●共通受験資格
①日本の国籍を有する人
②地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号のい
ずれにも該当しない人

●試験方法
第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は第１次試験の
合格者に対して行います。

●申込期間　㊏・㊐を除く8 時 30 分～ 17 時 15 分

８ 月 ８ 日㊎～21日㊍（8 月 21日必着）

●申込書の入手方法
①町ホームページからダウンロード
　Ａ４両面印刷をしてください。
②郵送請求
　封筒の表に受験したい試験区分を「土木請求」「事務職員

（障がい者）請求」「一般事務（社会人経験枠）請求」と朱書き
し、返信用封筒（長形３号サイズ。あなたのあて先を明記し、
92円切手を貼ったもの）を同封して総務課へ送ってください。
③窓口請求　役場総務課で交付します。

平成 26年度採用試験　
松前町職員採用試験を行います

●申し込み方法
　原則、郵送でお願いします。必要書類を入れた封筒の
表に「受験」と朱書きし、簡易書留で総務課へ送ってく
ださい。
※ホームページからは申し込みできません。

《必要書類》　
①必要事項を記入した申込書
※一般事務（社会人経験枠）受検者はアピールシートも併
　せて提出
②写真（3カ月以内に撮影したパスポート申請用と同規格
　（縦45ミリ、横 35ミリ）のもの）2 枚
※１枚は申込書に貼り、もう１枚は申込書に添えて郵送
③返信用封筒（長形３号サイズ。あなたのあて先を明記
　し、82円切手を貼ったもの）
申し込み受け付け後、受験票を交付します。8月29日
㊎までに受験票が届かない場合は、総務課へご連絡くだ
さい。

【応募先・問い合わせ】  
〒791-3192 松前町大字筒井 631番地　
松前町役場総務課職員係　☎ 985-4113

試験区分 土木 事務職員（障がい者） 一般事務（社会人経験枠）

採用予定数 1人程度 1人程度 1人程度

受験資格

■昭和 56 年４月２日～平成 9 年
4月1日に生まれた人

■昭和 39 年４月２日～平成 9 年
4月1日に生まれた人
■身体障がい者の手帳の交付
を受けている人（申し込みまでに
交付の申請をしている人を含む）
■介護なしで通勤と職務遂行が
できる人
■活字印刷文による出題に対応
できる人

■昭和 39 年４月２日以降に生まれた人
■民間企業などにおける職務経験（※）が直近 7年中5
年以上（平成 26 年 7月末現在）ある人
※会社員・団体職員・自営業者など（アルバイト、契約
社員などを含み、国家公務員と地方公務員は除く）と
して、フルタイムで週 30 時間以上の勤務を1年以上継
続した期間が該当します。職務経験が複数ある場合
は通算しますが、同一期間内に複数の職務に従事した
場合は、いずれか一方の職歴に限ります。

１次試験

                                                    　           試験日　9月21日（日）
場所　　松前町庁舎または松前総合文化センター

【10 時～】
教養試験（高校卒業程度）、専門
試験（土木）、事務適性検査、一
般性格診断検査

【9 時 30 分～】
教養試験（高校卒業程度・英語
問題なし）、事務適性検査、一般
性格診断検査

【9 時 30 分～】
社会人基礎試験（①職務基礎力試験、②職務適応性
検査）、事務適性検査

２次試験 口述試験、作文試験

試験別
必要書類

ー ー
アピールシート
※申込書と併せて提出してください。１次試験合否の判定
や２次試験の面接で参考にします。

※受験資格や試験の詳細は、採用試験実施要領で確認してください。
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